
　
平
成
25
年
度
か
ら
個
人
の
市
県
民
税

お
よ
び
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

「
前
納
報
奨
金
制
度
」
が
変
わ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
戦
後
の
混
乱
し
た
社

会
・
経
済
情
勢
の
な
か
で
納
税
意
識
の

高
揚
や
税
収
の
早
期
確
保
な
ど
を
目
的

に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、

現
在
で
は
納
税
環
境
も
大
き
く
変
化
し
、

金
融
機
関
窓
口
・
コ
ン
ビ
ニ
収
納
・
口

座
振
替
に
よ
り
自
主
納
付
が
浸
透
し
、

そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

市
県
民
税
を
給
与
・
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
る
特
別
徴
収
者
に
は
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
す
で
に
多
く

の
自
治
体
が
こ
の
制
度
を
廃
止
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
市

に
お
き
ま
し
て
も
、
平
成
25
年
度
よ
り

前
納
報
奨
金
の
取
り
扱
い
を
次
の
と
お

り
変
更
し
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
制

度
の
廃
止
お
よ
び
変
更
に
ご
理
解
を
い

た
だ
き
、
今
後
と
も
、
市
税
の
納
期
内

の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�

納
期
限
が
年
4
回
に
分
か
れ
て
い
る

市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）
と
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
第
1
期

の
納
期
限
内
に
す
べ
て
の
税
額
を
一
括

納
付
し
た
場
合
に
交
付
さ
れ
ま
す
。
計

算
方
法
は
、
期
別
の
税
額
に
交
付
率
お

よ
び
納
期
前
に
係
る
月
数
を
乗
じ
て
得

た
額
で
す
。

▼
個
人
の
市
県
民
税

　
平
成
25
年
度
よ
り
前
納
報
奨
金
制

度
を
廃
止
し
ま
す
。

　
な
お
、
前
納
報
奨
金
制
度
は
廃
止

し
ま
す
が
、
今
ま
で
ど
お
り
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
全
期
前
納

（
一
括
納
付
）
は
で
き
ま
す
の
で
、
引

き
続
き
早
期
納
税
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
納
付
書
に
よ
り
全
期
前

納
さ
れ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
納

期
の
納
付
書
を
同
時
に
お
使
い
い
た

だ
く
こ
と
で
一
括
納
付
が
可
能
で
す
。

▼
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
前
納
報
奨
金
の
交
付
率
を
1
パ
ー

セ
ン
ト
か
ら
0
・
5
パ
ー
セ
ン
ト
に

引
き
下
げ
ま
す
。

○
全
期
前
納
の
納
付
書
で
納
付
さ
れ
る

場
合
　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
納
付
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
市
役
所

ま
た
は
指
定
金
融
機
関
窓
口
で
の
納

付
と
な
り
ま
す
。

○
口
座
振
替
で
前
納
さ
れ
る
場
合

　
口
座
振
替
日
が
第
1
期
の
納
期
限

と
同
じ
7
月
末
日
と
な
り
ま
す
。

※
口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
を
さ
れ
て

い
る
方
で
、
全
期
前
納
か
ら
期
別
納

付
に
切
り
替
え
を
お
考
え
の
方
は
、

お
手
数
で
す
が
、
別
途
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■
問
合
せ
先

・
市
県
民
税
に
つ
い
て

　
税
務
課
　
市
民
税
担
当

・
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

　
税
務
課
　
資
産
税
担
当
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市
で
は
地
震
に
強
い
家
を
目
指
し
て
、

耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
工
事
等
を
行
っ

て
い
ま
す
。

▼
対
象
　
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る

住
宅
で
す
。

○
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

れ
た
住
宅

○
木
造
在
来
工
法
で
建
て
ら
れ
た
2
階

建
て
以
下
の
住
宅
（
プ
レ
ハ
ブ
工
法
、

ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
な
ど
は
対
象

外
）

○
長
屋
お
よ
び
共
同
住
宅
以
外
の
も
の

○
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
延
床
面
積
の

2
分
の
1
以
上
が
住
宅
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
も
の

○
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方
が
所
有
し
、

居
住
し
て
い
る
住
宅
（
複
数
の
住
宅

所
有
者
の
場
合
は
、
主
に
居
住
し
て

い
る
1
棟
が
対
象
で
す
）

▼
募
集
戸
数
　
60
戸

※
な
お
、
申
込
者
多
数
の
場
合
、
抽
選

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
診
断
費
用
　
無
料
（
市
が
全
額
負
担
）

▼
申
込
期
間
　
3
月
11
日
（
月
）
〜
4
月

19
日
（
金
）

▼
申
込
方
法
　
ま
ち
づ
く
り
整
備
課
ま

た
は
各
支
所
に
備
え
て
あ
る
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
耐
震
診
断
で
総
合
評
点
1
・
0
未
満

と
判
定
さ
れ
た
個
人
住
宅
（
自
己
用
）

に
つ
い
て
、
耐
震
改
修
工
事
な
ど
や
耐

震
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
を
行
う
場
合
、

補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
問
合
せ
先
　
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

計
画
指
導
担
当
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〜
み
ん
な
の
国
保
を
守
る
た
め
に
〜

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
根
底
で
支
え
つ
づ
け
て
い
る
国
民

健
康
保
険
（
以
下
「
国
保
」
）
の
制
度
や
笛
吹
市
の
現
状
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

て
い
き
ま
す
。
医
療
費
と
健
康
に
つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　　
現
在
、
皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
の
有

効
期
限
は
、
3
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
平
成
25
年
度
の
新
し
い
保
険
証
を
3

月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
4
月
か
ら
は

今
お
持
ち
の
保
険
証
は
使
え
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
4
月
に
な
っ
て
も
新
し
い

保
険
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
国
保
税
に
未
納
が
あ
る
場
合
は
、
「
短

期
被
保
険
者
証
」
ま
た
は
医
療
費
が

一
旦
全
額
自
己
負
担
に
な
る
「
資
格

証
明
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
領
収
証

等
で
納
付
状
況
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、

納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
は
早
め
に
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
70
歳
に
な
っ

た
翌
月
（
1
日
生
ま
れ
の
方
は
当
月
）

か
ら
75
歳
に
な
る
ま

で
の
間
、
高
齢
受
給

者
証
が
交
付
さ
れ
て

い
ま
す
。
所
得
に
応

じ
て
負
担
割
合
が
『
3

割
』
ま
た
は
『
2
割

（
平
成
25
年
3
月
31
日
ま
で
は
1
割
）
』

と
な
っ
て
い
て
、
2
割
負
担
の
方
に
つ

い
て
は
、
期
限
付
き
で
1
割
負
担
と
す

る
緩
和
措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
措
置
期
限
が
制
度
改
正
に
よ
っ

て
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
現
在
1
割
負
担
の
方
に
、
3
月
中
に

期
限
変
更
後
の
高
齢
受
給
者
証
を
世
帯

主
あ
て
に
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
対
象
者
名
を
ご
確
認
の
上
、
4

月
か
ら
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
大
学
や
専
門
学
校
な
ど
に
行
く
た
め
、

笛
吹
市
の
家
族
と
離
れ
て
生
活
す
る
場

合
、
引
き
続
き
笛
吹
市
の
国
民
健
康
保

険
を
使
用
す
る
為
に
、
マ
ル
学
該
当
の

届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
（
住
所
変

更
を
す
る
場
合
の
み
）

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

○
在
学
証
明
書

○
国
民
健
康
保
険
証

○
印
鑑

　
な
お
、
大
学
や
専
門
学
校
を
卒
業
し

た
場
合
は
、
次
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

会
社
等
の
社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合

　
国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
手
続
き

を
国
保
課
窓
口
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
を
し
な
い
と
、
保
険
税
が
二
重

に
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

▼
持
ち
物

○
国
民
健
康
保
険
証
　
○
社
会
保
険
証

○
印
鑑

笛
吹
市
以
外
の
自
治
体
に
居
住
し
、

社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合

　
国
民
健
康
保
険
は
、
現
住
所
が
あ
る

自
治
体
で
加
入
し
ま
す
。

▼
持
ち
物

①
笛
吹
市

　
○
国
民
健
康
保
険
証
　
○
印
鑑

②
居
住
地

　
○
笛
吹
市
で
発
行
す
る
資
格
喪
失
証

　
明
書

　
○
印
鑑

笛
吹
市
に
居
住
し
、
社
会
保
険
に
加

入
し
な
い
場
合

　
マ
ル
学
非
該
当
届
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
ち
物

○
国
民
健
康
保
険
証
　
○
印
鑑

■
問
合
せ
先

�
国
民
健
康
保
険
課
　
国
保
総
務
担
当
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